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小野座長　ひとくちに農薬といっても、すごく古くから
使われているものと新しいものとで、かなり開発され
た時代が異なります。新しい農薬については、最新の
ガイドラインに則った試験データが揃っていますが、
古くから使われている農薬の試験データは、その当時
のガイドラインに則っていて、今のガイドラインに照ら
すと十分じゃないというケースもあります。それはつま
り科学の進歩によるものです。このため、再評価をす
る意味というのは、新しい科学に照らしてデータが必
要であれば追加データを要求したり、昔は示唆されて
いなかったような論文データが出ていれば、それを議
論することになります。まだ始めたばかりで手探りの
部分もありますが、新しいデータを取り入れて評価を
ブラッシュアップしていくことが今後の農薬の再評価の
カギになると思っています。

農薬の再評価がスタートしましたが、
意気込みをお聞かせください。

小野座長　専門委員はそれぞれが本業を抱えて忙しい
中で、食品安全委員会の仕事を引き受けてくれていま
す。それは、単に興味があるというだけではなくて、
食品の安全について責任感をもってやってくださってい
るからだと思いますし、それを期待しています。また
私は現在大学で教えていますが、リスク評価をする後
進の育成も重要なことだと思っています。
山本委員長　農薬に限らず、専門調査会の委員は皆
大変な苦労をされていると思います。専門家が最新の

これからの課題をご指摘ください。

科学に基づいて出した結論であっても、将来また新し
い科学データが出てきたときには、考え直さなければ
ならないこともあると思っています。リスク評価そのも
のを一般の方に理解していただくというのはなかなか
難しいですが、専門家が細かいデータを見ながらしっ
かり議論して、その上で最終的に結論を出していると
いうことだけは、読者の皆さんにもぜひ知っていただ
きたいと思っています。また、評価書だけではわから
ない部分もあるので、リスクコミュニケーションにより
透明性を確保したいと思っています。
　小野座長がおっしゃったように、後進を育てておか
ないとこれからの評価には間に合わなくなってくると思
います。科学的知見と、規制などの行政施策・措置と
の間の橋渡しとなる科学のことをレギュラトリーサイエ
ンスと呼びます。研究に邁進している学生さんは、出
てきたデータで考えるように当然教育されているので
すが、各自の専門以外の分野も合わせて考えることが、
レギュラトリーサイエンスの１つだということを、小野
先生のような立場の方々や我々が伝えていくことが大
切だと思っています。

小野座長　苦労というか、議論が盛り上がったのはい
くつかあります。よく覚えているのがフェンピコキサミ
ド※という農薬です。
　少し専門的な話になりますが、発生毒性の試験とい
うのは、OECD（経済協力開発機構）のガイドラインで
は動物に強制的に口から一定量を一気に与えるやり
方をとるのですけれども、フェンピコキサミドの試験
データは餌に混ぜて与えていました。それだと、少量
ずつ体に入ることになります。それで、発生毒性の専
門家と動物体内動態や一般毒性の専門家の間で試験
結果の解釈をめぐり意見の対立が起こり、侃侃諤諤の
議論になりました。結局、１回の会合ではまとめきれ
ず、２回にわたって時間をかけて議論し、全員が納得
する結論を導くことができました。
松永委員　食品安全委員会や専門調査会の会合は原
則公開なのですが、農薬のような企業の知的財産等
が明らかにされ特定の企業の不利益につながる場合
などは非公開で議論します。でも、数か月後に議事録
が公開されます。この時の議事録を読むと、専門委員
の方々の感情まで伝わってくるような、熱のこもった
やりとりだったことがわかります。こんなに科学者と

評価で苦労したエピソードがありましたら
教えてください。

しての倫理観をもって一生懸命議論しているんだと感
じました。
小野座長　ありがとうございます。評価書では議論の
内容は多すぎて全部載せられないので、合わせてぜひ
議事録を読んでいただくと、評価書の背景の議論など
もわかり、より理解が深まると思います。
松永委員　山本委員長も、他の専門調査会の委員を
長く務めていらっしゃいましたが、何かご苦労がありま
したでしょうか。
山本委員長　私はプリオン専門調査会に最初から所属
していました。プリオン専門調査会は食品安全委員会
が設立されるきっかけにもなった牛海綿状脳症（BSE）
の問題を担当しており、世間の関心も高くて、毎回 50人
以上の傍聴者がいるような状況で議論が進められてい
ました。
　当時、プリオンの作用メカニズムなどを研究してい
た専門家の多くは「プリオン病はわからないことがた
くさんあるのに、どうして規制の方策を判断できるの
か？」と疑問を口にしました。一方で、リスク評価の専
門家は「すばやいリスク管理策が求められている現実
がある以上、その時点で科学的にわかっていることを
もとにリスク評価をしなければ」と考えていたと思い
ます。リスク評価は、多数決では決まりません。わから
ない中でもさまざまな分野の科学者が根拠をもって議
論を尽くし、必ず結論を出さなければいけません。

※ フェンピコキサミド評価書

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show
/kya20180621049

最も大切なものですので、誤解がないよう、きちんと伝
わるような評価書づくりも大事だと思っています。

農薬に関する
専門調査会とは？

農薬の食品健康影響評価に関する調査審
議のため、第一～第五の５つの専門調査会を
設置。農薬第一専門調査会では、指針や考え
方など農薬全般に関する事項等について、第
二～第五専門調査会では、個別の農薬成分に
ついて、それぞれ年間６～８回程度の調査審
議を行う。
ひとつの農薬成分の専門調査会での調査審
議にかかる期間は、おおよそ１か月～数か月
程度、新しい農薬成分の評価において安全性
を検討するためにチェックする試験成績の数
は、数十種類以上にのぼる。
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